
津市告示第１６３号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月６日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津新町駅  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月６日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月６日 掲示済）  
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津市告示第１６４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月７日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津新町駅 高田本山駅  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月７日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月７日 掲示済）  
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津市告示第１６５号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月１０日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津駅 津新町駅 久居駅  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月１０日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月１０日 掲示済）  
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津市告示第１６６号  
 津市下水道排水設備指定工事店規則（平成１１年津市規則第 9 号）第 3 条第

1 項の規定により、指定工事店を次のとおり指定したので、同規則第１６条第

１項の規定により告示する。  
平成１８年４月１０日  

 
                      津市長 松 田 直 久    

 
指定した業者  

指  定  工  事  店  所      在      地  指     定     期     間  

（株 ）テ ィー ・エ

ス・ケー  
津市城山三丁目１３番３

７号  
平成１８年 ３月 １日から

平成２１年 ３月３１日まで

美杉・中西水道  
津市美杉町石名原１７３

８番地２  
平成１８年 ３月 １日から

平成２１年 ３月３１日まで

（有）ミヨシ住建  
鈴鹿市岸岡町３０９６番

地８  
平成１８年 ３月 １日から

平成２１年 ３月３１日まで

（有）芦富  
津市美里町北長野７９２

番地２  
平成１８年 ３月 １日から

平成２１年 ３月３１日まで

（有）河村設備  亀山市木下町５２２番地
平成１８年 ３月 １日から

平成２１年 ３月３１日まで

（有）マツサカ設備

工業  
松阪市松崎浦町１１６番

地２  
平成１８年 ３月１６日から

平成２１年 ３月３１日まで

（株）下村屋  
多気郡大台町佐原４７４

番地１  
平成１８年 ３月１６日から

平成２１年 ３月３１日まで

（平成１８年４月１０日 掲示済）  
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津市告示第１６７号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ  
り、平成 17 年河芸町告示第 1420 号で認可した地縁による団体から告示され  
た事項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告  
示する。  
  平成１８年 4 月１１日  

津市長 松 田 直 久   

 
１ 届出者  
  西千里自治会  
  三重県津市河芸町西千里 1738 番地 5 
   代表者 後藤  浩  
２ 変更に係る事項  

変
更
前 

後藤 浩  
三重県安芸郡河芸町大字西千里 1738 番地 5 

代表者の氏名  
及び住所  

変
更
後 

後藤 浩  
三重県津市河芸町西千里 1738 番地 5 

変
更
前 

三重県安芸郡河芸町大字西千里 1589 番地 3 
事務所の  
所在地  

変
更
後 

三重県津市河芸町西千里 1589 番地 3 

 

地  縁  に  よ  る  団  体  の  区  域  

変 更 前  変 更 後  

三重県安芸郡河芸町大字西千里

及び大字東千里の一部  
三重県津市河芸町西千里及び東

千里の一部  

３ 変更の年月日  
  平成１８年 3 月 26 日  
４ 変更の理由  
  市町村合併による住所の表示の変更  

(平成１８年４月１１日 掲示済 ) 
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津市告示第１６８号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月１１日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津駅 津新町駅 久居駅  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月１１日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月１１日 掲示済）  
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津市告示第１６９号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月１２日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 江戸橋駅 津駅 津新町駅 久居駅  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月１２日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月１２日 掲示済）  
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津市告示第１７０号  
 三重県屋外広告物条例（昭和４１年三重県条例第４５号）第１９条の２第１  
項の規定により下記のとおり広告物又は掲出物件を保管していますので、返還  
を希望する者は申し出てください。  
  平成１８年４月１３日  

 
津市長 松 田 直 久  

 

１ 保管した広告物又は

掲出物件を除去した日  
２ 保管した広告物又

は掲出物件の放置さ

れていた場所  

３ 保管した広告物若

しくは掲出物件の名

称又は種類及び数量

自 平成 18 年 2 月 22 日 
至 平成 18 年 2 月 22 日 

南新町、柳山津興  はり札等    ４枚

自 平成 18 年 2 月 23 日 
至 平成 18 年 2 月 23 日 

高茶屋小森町  はり札等    ７枚

自 平成 18 年 2 月 23 日 
至 平成 18 年 2 月 23 日 

 はり札等     枚

 
連絡先 津市建設部道路維持課  
電話番号 ０５９－２３５－５６５５  

（平成１８年４月１３日 掲示済）  
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津市告示第１７１号  
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１５年津市告示第１８号で認可した地縁による団体から告示された事

項に係る変更の届出があったので同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。  
  平成１８年４月１３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 届出者  
  片田町自治会  
  三重県津市片田町１５６番地３  
   代表者 池 山 勝 美  
２ 変更に係る事項  

変 
更 

前 
神 戸 勝 二  
津市片田町１６６番地  

代 表 者 の 氏

名及び住所  
変

更 

後
池 山 勝 美  
津市片田町４０１番地  

３ 変更の年月日  
  平成１８年４月２日  
４ 変更の理由  
  臨時総会において新任  

（平成１８年４月１３日掲示済）  
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津市告示第１７３号  

津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）第１２条第１項に

基づき平成１８年度における一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を、同

条例第２０条第１項に基づき介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額

の保険料率を決定したので、同条例第１２条第３項及び第２０条第３項の規定

により告示する。  

  平成１８年４月１３日  

 

津市長 松 田 直 久  

 

１ 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率  

 (1) 所得割 １００分の８．６  

  (2) 被保険者均等割 一般被保険者１人につき３０，０００円  

 (3) 世帯別平等割 １世帯につき２２，５００円  

２ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率  

 (1) 所得割 １００分の１．８  

  (2) 被保険者均等割 介護納付金賦課被保険者１人につき８，８００円  

 (3) 世帯別平等割 １世帯につき５，０００円  

（平成１８年４月１３日 掲示済）  
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津市告示第１７４号  
津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１６条第１項の規定により撤去した自転車等を次のとおり保管する。  
  平成１８年４月１３日  

 
津市長 松 田 直 久   

 
１ 放置されていた場所 津駅 久居駅  
２ 撤去した年月日 平成１８年４月１３日  
３ 保管期間 撤去日より１８０日間  
４ 連絡先 津市市民交流課 電話２２９－３１４２  

（平成１８年４月１３日 掲示済）  
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津市公告第２７号 
 次のとおり条件付一般競争入札を執行するので、津市契約規則（平成１８年

津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により公告する。 
  平成１８年４月３日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
１ 入札に付する事項 

(1) 工事名  平成１８年度営教補第３号 
        津市立北立誠小学校大規模改造（第二期）工事 

(2) 工事場所 津市江戸橋一丁目地内 
(3) 工事概要 特別教室棟・給食室棟・昇降口棟（約１，９３０㎡） 

天井、壁、床、間仕切り、建具、家具、設備の改造 
(4) 工期   本契約の締結の日から１８０日間 
(5) 予定価格 ２２２，７９６，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 
  本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 
(2) 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。

以下「要領」という。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者 
(3) 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 
(4) 本市の区域内に本店を有する者 
(5) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（建築一式工事業）を受けている者 
(6) 現行の津市競争入札参加資格者名簿において建築一式工事を希望業種と

して登載されている者で、平成１８・１９年度一般競争（指名競争）参加資

格審査申請書を提出し、受理されたもの 
(7) 建築一式工事に係る格付区分がＡの者 
(8) 本件工事に建築一式工事の監理技術者を専任で配置できる者 

３ 入札参加申込書等の配付 
(1) 配付期間 平成１８年４月３日（月）から１４日（金）まで 
(2) 配付場所 津市財務部契約財産課工事契約担当（059-229-3122）又は津

市ホームページ「入札情報」からダウンロード 
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４ 入札参加資格の確認等 
(1) 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 
ア 提出期間 平成１８年４月３日（月）から１４日（金）まで 

  イ 提出場所 津市財務部契約財産課工事契約担当（059-229-3122） 
  ウ 提出方法 持参によるものとし、郵送によるものは受け付けない。 

(2) 提出書類 
  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 
  イ 建築一式工事業に係る特定建設業の許可証の写し 
  ウ 審査基準日が平成１５年１０月 1 日から平成１６年 9 月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 
  エ 配置予定監理技術者に係る監理技術者資格者証の写し（平成１６年３

月１日以降に交付されたものについては、監理技術者講習終了証の写し

も添付のこと。） 
オ 施工計画書 

(3) 入札参加資格の審査結果については、文書により通知する。 
５ 設計図書等の閲覧等 

(1) 閲覧 
  ア 閲覧期間 平成１８年４月３日（月）から５月８日（月）まで 
  イ 閲覧場所 津市財務部契約財産課工事契約担当及び津市都市計画部久

居工事事務所 
(2) 購入 

  ア 購入期間 上記（１）アに同じ 
  イ 購入場所 津市雲出鋼管町１番地 
         ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ三重ﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ（059-246-3550） 
６ 入札方法 
  入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る 。）並びに設計図書購入の領収書の写し等を指定された封筒に封入の上、

一般書留・簡易書留・配達記録郵便のいずれかの方法で郵送するものとし、

持参は認めない。 
(1) 入札書の郵送期間 

   適格通知書受領の日から平成１８年５月８日（月）まで 
(2) 入札書の郵送提出先 

   〒514-8799 津中央郵便局留 津市役所契約財産課宛 
７ 開札の日時及び場所 
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(1) 日時 平成１８年５月１０日（水）午後１時から 
(2) 場所 津市庁舎７階入札室 

８ 入札保証金 
  入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当するときは、免

除する。 
９ 契約保証金 
  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は金

融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供すること

により、契約保証金の納付に代えることができる。 
  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができる。 
１０ 開札の立会い 
  開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人３者を選定し、

該当者に連絡する。 
１１ 入札の無効 
  要領第１５条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
１２ 最低制限価格 
  規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設ける。 
１３ その他の注意事項 

(1) 入札書は、指定した封筒に入れ、封印し、開札日時、工事件名、入札者

の住所、商号（名称）を記入すること。 
(2) 前金払 有 
(3) 部分払 無 
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 
(5) この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とする。 
(6) この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。 
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(7) 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがある。 
（平成１８年４月３日 掲示済） 
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津市公告第２８号 
 次のとおり条件付一般競争入札を執行するので、津市契約規則（平成１８年

津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条の規定により公告する。 
  平成１８年４月３日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
１ 入札に付する事項 

(1) 工事名  平成１８年度下施都補第１号 
        上浜都市下水路（桜橋ポンプ場５号ポンプ設置）築造工事 

(2) 工事場所 津市桜橋三丁目町地内 
(3) 工事概要 ５号雨水ポンプ 口径１，８００ｍｍ  １台 

        ５号雨水ポンプ用原動機        １台 
        ５号雨水ポンプ用減速機        １台 
         上記の機器等の製作・据付工事    １式 

(4) 工期   本契約の締結の日から２２０日間 
(5) 予定価格 ３００，５１１，０００円（税抜き） 

２ 入札参加者に必要な資格 
  本件工事の条件付一般競争入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも

該当する者とする。 
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者 
(2) 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施行。

以下「要領」という。）第４条第１項に掲げる要件を備えている者 
(3) 要領第４条第２項各号の一に該当しない者 
(4) 愛知県、岐阜県、又は三重県内に本店又は支店若しくは営業所等（建設

工事の請負契約を締結する権限を有する者が常駐している事務所をいう。）

を有する者 
(5) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業の

許可（機械器具設置工事業）を受けている者 
(6) 現行の津市競争入札参加資格者名簿において機械器具設置工事を希望業

種として登載されている者で、平成１８・１９年度一般競争（指名競争）参

加資格審査申請書を提出し、受理されたもの 
(7)  審査基準日が平成１５年１０月 1 日から平成１６年 9 月 30 日までの経

営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の機械器具設置工事の総
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合評定値について、 本市の区域内に本店を有する者にあっては８００点以

上の者、 それ以外の者にあっては１０００点以上の者 
(8) 本件工事に機械器具設置工事の監理技術者を専任で配置できる者 
(9) 過去５年間（平成１３年度以降）に本件工事と工事内容、規模が類似す

る工事の元請としての施工実績（共同企業体による工事の場合は、代表者と

しての実績に限り、規模については出資比率による。）を有する者 
３ 入札参加申込書等の配付 

(1) 配付期間 平成１８年４月３日（月）から１４日（金）まで 
(2) 配付場所 津市財務部契約財産課工事契約担当（059-229-3122）又は 

       津市ホームページ「入札情報」からダウンロード 
４ 入札参加資格の確認等 

(1) 本件工事の条件付一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書

等を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 
ア 提出期間 平成１８年４月３日（月）から１４日（金）まで 

  イ 提出場所 津市財務部契約財産課工事契約担当（059-229-3122） 
  ウ 提出方法 持参によるものとし、郵送によるものは受け付けない。 

(2) 提出書類 
  ア 津市条件付一般競争入札参加申込書 
  イ 機械器具設置工事業に係る特定建設業の許可証の写し 
  ウ 審査基準日が平成１５年１０月 1 日から平成１６年 9 月 30 日までの経

営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 
  エ 配置予定監理技術者に係る監理技術者資格者証の写し（平成１６年３

月１日以降に交付されたものについては、監理技術者講習終了証の写し

も添付のこと。） 
  オ 上記２（９）に規定する施工実績を証する書類（工種、工期、請負金

額、工事内容等） 
カ 施工計画書 

(3) 入札参加資格の審査結果については、文書により通知する。 
５ 設計図書等の閲覧等 

(1) 閲覧 
  ア 閲覧期間 平成１８年４月３日（月）から５月８日（月）まで 
  イ 閲覧場所 津市財務部契約財産課工事契約担当及び津市都市計画部久

居工事事務所 
(2) 購入 

  ア 購入期間 上記（１）アに同じ 
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  イ 購入場所 津市雲出鋼管町１番地 
         ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ三重ﾃｯｸｻｰﾋﾞｽ（059-246-3550） 
６ 入札方法 
  入札方法は、郵便による入札とし、入札書及び積算内訳書（指定様式に限

る。） 並びに設計図書購入の領収書の写し等を指定された封筒に封入の上、

一般書留・簡易書留・配達記録郵便のいずれかの方法で郵送するものとし、

持参は認めない。 
(1) 入札書の郵送期間 

   適格通知書受領の日から平成１８年５月８日（月）まで 
(2) 入札書の郵送提出先 

   〒514-8799 津中央郵便局留 津市役所契約財産課宛 
７ 開札の日時及び場所 

(1) 日時 平成１８年５月１０日（水）午後２時から 
(2) 場所 津市庁舎７階入札室 

８ 入札保証金 
  入札の際に入札価格の１００分の３以上の入札保証金を納付しなければな

らない。ただし、規則第１５条第１項各号のいずれかに該当するときは、免

除する。 
９ 契約保証金 
  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな

ければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は金

融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供すること

により、契約保証金の納付に代えることができる。 
  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができる。 
１０ 開札の立会い 
  開札に当たり、資格を有すると認められた者の中から立会人３者を選定し、

該当者に連絡する。 
１１ 入札の無効 
  要領第１５条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
１２ 最低制限価格 
  規則第１２条の規定に基づき、最低制限価格を設ける。 
１３ その他の注意事項 

(1) 入札書は、指定した封筒に入れ、封印し、開札日時、工事件名、入札者
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の住所、商号（名称）を記入すること。 
(2) 前金払 有 
(3) 部分払 無 
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 
(5) この契約の締結については、議会の議決を要するものであるため、落札

後速やかに仮契約を締結し、当該議決を経た後直ちに本契約とする。 
(6) この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。 
(7) 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがある。 
（平成１８年４月３日 掲示済） 
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津市公告第２９号 
 津市公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年津市条例第２０２号）第５条

第１項の規定により平成１８年度に負担金（分担金）を賦課しようとする区域を定めたの

で、当該区域を次のとおり公告する。 
  平成１８年４月３日 
 

津市長 松 田 直 久 
 
 負担金（分担金）を賦課する区域 
 橋内東部第２処理分区第６負担区（高洲町の一部、住吉町の一部、中河原の一部）２０，

１２９．８０平方メートル、津第２処理分区第２負担区（雲出本郷町の一部）１２，７６

０．２６平方メートル、津第３－１処理分区第１負担区（高茶屋小森町の一部）２３，４

９２．１０平方メートル、津第３－２処理分区第２負担区（高茶屋五丁目の一部、高茶屋

六丁目の一部、高茶屋七丁目の一部）４５，８０８．７９平方メートル、津第３－２処理

分区第３負担区（高茶屋小森町の一部）２２，２５０．０２平方メートル、津第５処理分

区第１負担区（津興の一部）８３５．７０平方メートル、津第５処理分区第２負担区（新

町一丁目の一部、新町二丁目の一部、津興の一部、津南の一部、藤方の一部）１８，５８

４．３２平方メートル、津第５処理分区第３負担区（桜田町の一部、垂水の一部、大園町

の一部、津興の一部、藤方の一部）９５，４２７．６２平方メートル津第５処理分区第４

負担区（神納町の一部、半田の一部）８４，４０３．７２平方メートル、中央第１負担区

（戸木町の一部、久居元町の一部、川方町の一部）３２，７３５．４２平方メートル、北

部負担区（久居北口町の一部、久居野村町の一部、久居相川町の一部、久居持川町の一部、

久居桜が丘町の一部、久居新町の一部）１１８，７２２．５５平方メートル。 
（平成１８年４月３日 掲示済） 
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